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第 １ 章  生活支援 

１ 基本方針 

第４次計画の基本方針 第３次計画からの主な変更点 

 障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが個人としての尊厳が重んじられ共生できる

社会の実現に向け、障害のある人の意思決定を支援するため、相談支援体制の充実を図ります。ま

た、地域移行を推進し、必要な時に必要な場所で適切な支援を受けられる取組みを進めるとともに、

誰もが個人としての尊厳が重んじられた日常生活または社会生活を営むことができるよう、各種支

援の充実に取り組みます。 

 相談支援については、基幹相談支援センター「ふらっと船橋」が中心となり、障害のある人等の

地域生活全般に関する問題についての相談に応じ、情報提供や福祉サービスの利用援助等の必要な

支援を行っています。相談件数が著しく増加していることから、市内に複数の相談窓口を新たに設

置し、相談者の利便性を向上させるとともに支援の質の向上を図ります。 

 加えて、障害のある人の高齢化や重度化、「親亡き後」を見据えて、障害のある人が地域で安心し

て暮らしていけるよう、地域生活支援拠点事業を実施し、相談や緊急時の受け入れ等の様々な支援

を市内事業所や関係機関で行える体制を整備します。 

 また、障害福祉サービス等の利用の推進や障害のある子供への支援の充実を図るとともに、それ

を支える障害福祉人材の育成・確保等にも取り組みます。 

 さらに、補装具費、日常生活用具費の支給を行うことで生活の質の向上を図るとともに、円滑な

意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう情報提供や意思疎通の支援を行います。 

 そのため、次の課題に沿って、必要な施策を推進します。 

 国の障害者基本計画を参考に、第 5

回計画策定委員会で基本理念の見直

しがあったことも踏まえ、「障害の有

無によって分け隔てられることなく、

誰もが個人としての尊厳が重んじら

れ共生できる社会の実現」という文言

を記載しました。 

 相談支援については「ふらっと船

橋」が中心に様々な支援を行っている

ことや相談件数の著しい増加に対応

するため、複数の相談窓口を設置し、

支援の質の向上を図る旨記載しまし

た。 

 障害のある人の高齢化や重度化、

「親亡き後」を見据え、地域生活支援

拠点事業を実施するなど、体制を整備

する旨も記載しています。さらに、障

害のある子供への支援の充実、補装具

費・日常生活用具費の支給、意思疎通

支援についても記載をしました。 

資料３ 
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２ 現状と施策の方向性について 

（１）相談支援体制の充実  

項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

２.相談支援体制の充実 ②「ふらっと船橋」において障

害者（児）総合相談支援事業を

行っています。市内全域に利用

者が増加していることを踏ま

え、令和２年度に新たな相談窓

口を設置し、支援の質の向上を

図っています。 

②障害のある人や障害のある子

供とその家族が、身近な地域で

相談できるよう、地域の社会資

源を活かして市内の各地域に新

たな相談窓口を複数設置し、相

談者及び相談員双方の利便性を

向上することで支援の質の向上

を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

【追加】 

 相談窓口を市内に増設することで、利用者

の利便性の向上及び総合相談に従事する支

援員の負担軽減、市としての相談支援の質の

向上を図っているため、新しく記載しまし

た。 
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（２）障害福祉サービス・在宅サービス等の利用の推進  

項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

２．グループホームの充実 ③グループホーム間の連携やサ

ービスの質の向上のため、船橋

市グループホーム連絡協議会に

おいて情報の集約や勉強会を開

催しています。 

③船橋市グループホーム連絡協

議会において、情報の共有や勉

強会を行うことで、グループホ

ーム間の連携強化と資質向上を

図るとともに、各グループホー

ムの空き状況等を集約すること

で、グループホーム利用に係る

手続きの円滑化を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

【追加】 

 令和元年度に新たに設置した、船橋市グル

ープホーム連絡協議会について、新しく記載

しました。 

 グループホーム間の連携強化や資質向上

を図るとともに、利用に関する手続きの円滑

化を図ります。 
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項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

６．障害福祉を支える人材の確

保 

 障害福祉サービス等に従事す

る職員を確保するため、就職説

明会の開催や EPA（経済連携協

定）による外国人介護福祉士候

補者の受け入れに係る費用の助

成を事業所に対して行っていま

す。 

 また、介護職員初任者研修や

実務研修の修了者に対して受講

料等の費用助成を行っていま

す。 

 

説明会の開催や補助を行うこ

とで障害福祉サービス等の職員

の確保を図ります。 

また、人材確保のための方策

について検討します。 

[担当課] 

障害福祉課、療育支援課 

【追加】 

国の障害者基本計画にも記載された項目

であり、市でも取り組みを行っているので、

新しく記載しました。 

就職説明会については、障害福祉サービス

等に従事する職員を確保するために介護保

険課と合同で開催しています。 

また、外国人介護福祉士候補者の受け入れ

に係る補助を事業所に行うとともに、介護職

員初任者研修や実務者研修の修了者に対し

て受講料等の費用助成を行っています。 

就職説明会については、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、令和元・2 年度の開

催はできませんでしたが、今後も人材確保の

方策について、検討を行います。 
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項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

７．重度化・高齢化への対応 ①地域で生活する障害のある人

やその家族が安心して地域で生

活し続けられるための支援体制

を整えるために、地域生活支援

拠点事業を実施しています。 

①障害のある人やその家族が地

域で安心して暮らし続けられる

よう、緊急時の相談や短期入所

の一時受け入れの調整を行うコ

ーディネーターを配置し、地域

全体で支える体制を整えます。 

[担当課] 

障害福祉課 

【追加】 

 平成 30 年度に船橋市自立支援協議会から

提言をいただき、令和元年度から運用を開始

した地域生活支援拠点事業「あんしんねっと

船橋」について、新しく記載しました。 

 地域生活支援拠点とは、障害のある人の重

度化・高齢化や親亡き後を見据えて、障害の

ある人やその家族が地域で安心して暮らし

ていけるよう、地域全体で支援する仕組みで

す。 

 船橋市には「ふらっと船橋」や相談支援事

業所、短期入所やグループホーム、日中活動

系の障害福祉サービス事業所などの既存の

社会資源があるため、既存の社会資源を活か

しつつ、足りない機能を加える面的整備型と

いう形を採用しております。 
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項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

７．重度化・高齢化への対応 ③重度の身体障害者が多く通所

する生活介護事業所に対し、職

員の加配に係る運営費の一部を

助成することにより、重度身体

障害者の受け入れ先の確保を行

っています。 

③重度の身体障害者が多く通所

する生活介護事業所に対し、職

員の加配に係る運営費の一部を

助成することにより、重度身体

障害者の受け入れ先の確保を行

います。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

【追加】 

 平成 27 年度から実施している船橋市重度

身体障害者生活介護事業所職員配置加算補

助金について、新しく記載しました。 

 市では、重度の身体障害者が多く通所する

生活介護事業所に対し、職員の加配に係る運

営費の一部を助成することにより、重度の身

体障害者の受け入れ先の確保を行っていま

す。 

 今後も要件を満たす事業所に対し、補助を

行うことで継続的な運営の安定化を図り、受

け入れ先の確保を行っていきます。 

 

８．成年後見制度の利用の推進  船橋市障害者成年後見支援セ

ンターにおいて、障害のある人

の法人後見等の受託や、障害の

ある人及びその家族に対して成

年後見制度を利用するにあたっ

ての電話相談等を行うことによ

り成年後見制度の利用を推進し

ています。 

船橋市障害者成年後見支援セ

ンターにおいて、成年後見制度

に関する電話相談等を行うとと

もに、市からの依頼に応じて法

人後見等の受託を行い、成年後

見制度の利用を推進します。 

[担当課] 

地域保健課、障害福祉課 

【追加】（第 7 章にも記載） 

第 3 次計画の「第 7 章 差別の解消及び

権利擁護の推進」に記載しており、第 4 次計

画の同章にも記載しますが、本章（第 1 章 

生活支援）にも関連が深いことから、新しく

記載しました。 
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項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

９．困難事例への対応について  多動、自傷、異食等、生活環

境への著しい不適応行動を頻回

に示すため、適切な指導・訓練

を行わなければ日常生活を営む

上で著しい困難があると認めら

れた強度行動障害者の支援を行

う施設に対して、市独自に運営

費の補助を行っています。 

強度行動障害者の支援を行う

施設の支援については、適宜見

直しを図り、適切な支援を行い

ます。 

また、矯正施設（刑務所、少

年刑務所、拘置所等）を退所し

た障害のある人に対する支援に

ついては、基幹相談支援センタ

ー「ふらっと船橋」を中心に地

域移行・地域定着に向けた取り

組み及び支援を行います。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

【修正】 

「施策の方向性」の欄について、第 3 次計

画においても矯正施設（刑務所、少年刑務所、

拘置所等）を退所した障害のある人に対する

支援については記載していましたが、「ふら

っと船橋」を中心に取り組み・支援を行って

いるため、その旨を追加しました。 
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項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

１３．精神障害にも対応した地

域包括ケアシステムの構築 

 精神障害者とその家族が地域

で安心して暮らしていけるよ

う、保健・医療・福祉関係者に

よる協議を行います。 

保健・医療・福祉関係者によ

る協議の場を通して、精神障害

者が地域で暮らしていくための

支援体制について検討します。 

[担当課] 

地域保健課、障害福祉課 

 

【追加】（第 2 章にも記載） 

「第 5 期障害福祉計画及び第 1 期障害児

福祉計画（H30～R2 年度）」において、保健・

医療・福祉の関係者が精神障害にも対応した

地域包括ケアシステムの構築について協議

する場の設置をすることを目標とし、「第 6

期障害福祉計画及び第 2 期障害児福祉計画

（R3～R5 年度）」においては、都道府県が

設定する成果目標を達成するための活動指

標を設定しているため、新しく記載しまし

た。 

１７．障害者等移動支援事業の

充実 

 屋外での移動が困難な障害の

ある人及び障害のある子供が、

社会生活上必要不可欠な外出や

余暇活動等の社会参加のための

外出の支援を行っています。 

障害のある人の社会参加や通

学等のための移動に対する支援

は不可欠であることから、障害

のある人が必要な場面で支援を

受けられるよう移動支援事業を

継続して実施します。 

また、利用実態に合わせた利

用方法について継続して検討し

ます。 

[担当課] 

障害福祉課 

【修正】 

平成 27 年 6 月から、保護者の付き添いが

できない場合等に通学・通所にも利用ができ

るようになったため、現状に即した文言に修

正しました。 



各論 第１章 生活支援（主な変更点） 

- 9 - 

項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

２４．ふれあい収集の実施  日常的なごみ出しが困難であ

り、周りの方からの支援を受け

られない障害のある人のみの世

帯等を対象に、可燃ごみ、不燃

ごみ等の戸別収集を行っていま

す。 

日常的なごみ出しが困難であ

り、周りの方からの支援を受け

られない障害のある人のみの世

帯等を対象に、戸別収集を行う

ことで、ごみ出しに関する負担

を軽減します。 

[担当課] 

資源循環課 

 

【追加】 

自ら収集ステーションにごみを出すこと

が困難であり、他の者からの協力を得られな

い障害のある人のみの世帯等を対象にごみ

出しの負担軽減を図ることを目的に実施し

ている、ふれあい収集事業について、新しく

記載しました。 

２５．クリーンサポート収集の

実施 

 障害のある人のみの世帯等で

自分たちで粗大ごみを収集場所

まで運ぶことができないとき

に、屋内からの持ち出し収集を

行っています。 

周りの方からの支援を受けら

れず、自力でのごみ出しが困難

な障害のある人のみの世帯等に

対し、ごみ収集の支援を行いま

す。 

[担当課] 

クリーン推進課 

 

【追加】 

粗大ごみを指定の場所に排出することが

困難な障害のある人のみの世帯等の支援を

行うクリーンサポート収集について、新たに

記載しました。 
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（３）障害児支援の充実  

項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

3．切れ目のない指導・支援の充

実 

障害のある子供の成長記録や

配慮が必要な事項等を記載した

ライフサポートファイルを各支

援機関で共有することで、適切

かつ一貫性のある支援体制の充

実を図ります。 

 

ライフサポートファイルを配

布することで、障害のある子供

に対する適切かつ一貫性のある

支援体制の充実を図ります。 

[担当課] 

療育支援課 

【追加】（第 3 章にも記載） 

 平成２９年度から配布を開始し、活用を広

く呼びかけているライフサポートファイル

について、新しく記載しました。 

 なお、関連が深いことから、第３章（教育

等）にも再掲として記載します。 

７．療育内容の充実 療育内容の研究を深め、より

効果的な支援体制を構築すると

ともに、支援に係る知識や具体

的支援方法についての指導啓発

のために巡回相談や発達支援の

ための講演会を行うことによ

り、効果的な支援体制の確立を

図っています。 

 

幼稚園・保育園等の職員に対

して、巡回相談や講演会を開催

し、職員の資質の向上を図りま

す。 

[担当課] 

療育支援課 

【修正】 

幼稚園・保育園等の職員を対象に発達支援

のための講演会を開催しているため、文言を

追加しました。 
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（４）補装具費、日常生活用具費の支給  

項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

１．補装具費の支給 障害のある人の日常生活や社

会生活の向上を図るために、補

装具費（購入・借受け・修理）

の支給を行っています。 

障害者総合支援法に基づき、

補装具費の支給を行い、障害の

ある人の日常生活や社会生活の

向上を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

【修正】 

障害者総合支援法の一部改正（平成 30 年

度）により、補装具については、成長に伴っ

て短期間で交換が必要となる障害児や、障害

の進行により短期間の利用が想定され、貸与

が適切と考えられる場合に限り、借受け費用

を補装具費の支給対象とすることとされた

ため、文言を追加しました。 

 

 

（５）情報提供の充実等  

項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

２．図書利用の支援 ③視覚障害者に対し、録音図書

等（朗読 CD、カセットブック、

点字図書、デイジー図書）や大

活字本の貸し出しを行っていま

す。また、対面朗読ができる部

屋を提供しています。 

③録音図書等の貸し出しや対面

朗読室の提供を行います。 

[担当課] 

図書館 

【追加】 

 「２．図書利用の支援」の「②図書の宅配

サービス」のほかに、録音図書等の貸し出し

や対面朗読室の提供を行っているため、新た

に記載しました。 
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項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

４．市のホームページにおける

情報提供の推進 

市のホームページにおいて、

ふりがな・文字の拡大機能・音

声読み上げ機能など情報提供の

推進を図っています。 

市のホームページにおけるア

クセシビリティに配慮した情報

提供の推進を図ります。 

[担当課] 

広報課 

【修正】 

平成 27 年度に市のホームページに音声読

み上げ機能が追加されたため、文言を追加し

ました。 

 

（６）意思疎通支援の充実  

項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

４．ヒアリングループの貸し出

しによる意思疎通支援の充実 

難聴者の聞き取りを支援する

ため、ヒアリングループの貸し

出しを行っています。 

ヒアリングループの貸し出し

を行うことにより、難聴者の意

思疎通支援を推進し、難聴者の

自立と社会参加を促進します。 

[担当課] 

障害福祉課 

【追加】 

市の公共施設等で開催される行事等にお

いて耳の不自由な方の聞こえを補助するた

め、平成 30 年度からヒアリングループの貸

し出しを行っているので、新たに記載しまし

た。 
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第 ２ 章  保健・医療 

１ 基本方針 

第４次計画の基本方針 第３次計画からの主な変更点 

 保健・医療に関しては、障害のある人を含む市民すべての障害や疾病などの早期発見・早

期治療、早期療育を図ることが重要です。関係機関が連携し、各年齢・段階に応じた、適切

な施策を実施していく必要があります。 

 そして、障害の有無にかかわらず、すべての市民の健康の保持・増進を図っていくことも

重要です。特に、生活習慣病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展等を予防するた

めにも、生活習慣の改善や自己健康管理の促進を図っていく必要があります。障害のある人

の保健・医療に関しては、身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受け入れられる

よう、地域医療体制等の充実を図ることが必要です。障害のある人の健康の保持・増進や新

たな障害の予防・軽減を図るためにも、保健・医療・福祉の関係機関が連携を図っていく必

要があります。 

 また、精神障害のある人が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができ

るよう、地域で暮らせる環境の整備や支援を行っていく必要があります。 

 あわせて、医学的リハビリテーションに従事する者や健康相談等を行う者について、専門

的な技術や知識を有する人材を確保することが必要になります。難病の人が生活における悩

みや不安等を解消するための相談・支援や医療費の負担軽減に関する施策を進めていくこと

も重要です。 

 そのため、次の課題に沿って、必要な施策を推進します。 

 国の障害者基本計画を参考に、

第 3 次計画から「精神障害のある

人が地域の一員として安心して自

分らしい暮らしをすることができ

るよう、地域で暮らせる環境の整

備や支援を行っていく必要があり

ます」「難病の人が生活における悩

みや不安等を解消するための相

談・支援や医療費の負担軽減に関

する施策を進めていくことも重要

です」といった文言を追加・修正し

ました。 
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２ 現状と施策の方向性について 

（１）保健・医療の充実等  

項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

１．保健・医療・福祉の連携 できる限り住み慣れた地域で

自分らしく安心して暮らし続け

られるまちづくりに向け、障害

のある人も含めた高齢者の支援

体制の充実のため、地域づくり

や個別課題の解決を目的とする

地域ケア会議や、精神障害者の

社会復帰に必要な福祉施策の推

進を目的とする船橋市精神保健

福祉推進協議会を開催し、保健・

医療・福祉の連携を図っていま

す。 

 

地域ケア会議や船橋市精神保

健福祉推進協議会を開催し、保

健・医療・福祉の連携を図りま

す。 

[担当課] 

地域包括ケア推進課、地域保健

課、障害福祉課 

【修正】 

第 3 次計画には、計画策定当時、建設前で

あった保健福祉センターについて記載して

いましたが、平成 27 年度に建設が完了した

ため、現在、保健・医療・福祉の連携を図っ

ている事業を記載し、現状に即した内容に修

正しました。 
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項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

３．地域リハビリテーションの

推進 

②船橋市リハビリセンターにお

いて、リハビリ事業に加え、市

内の回復期病床を持つ病院等と

密接な連携体制を整えること

で、回復期から維持期までの継

続したリハビリテーションを提

供していく地域リハビリテーシ

ョンを推進するための拠点事業

を行っています。 

 また、リハビリテーション科

の診療所及び訪問看護ステーシ

ョン業務を実施し、地域で生活

しながらリハビリテーションを

行う方にリハビリテーションの

総合的な提供を行っています。 

 

②地域で生活しながらリハビリ

テーションを行う方を対象に、

リハビリテーションの総合的な

提供を行います。 

 また、地域リハビリテーショ

ンを推進するための拠点事業を

行い、地域リハビリテーション

の推進を支援するとともに、リ

ハビリテーション科の診療所や

訪問看護ステーションの運営を

行います。 

[担当課] 

健康政策課 

【修正】 

 第 3 次計画の「施策の方向性」欄には、策

定当時の指定管理者制度を導入した直後で

あったため、その後のスケジュールを記載し

ていましたが、現状に即した文言に修正しま

した。 
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項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

４．地域医療の推進 ①かかりつけ医、かかりつけ歯

科医、かかりつけ薬剤師・薬局

の必要性について、広報ふなば

しや小児救急ガイドブックなど

様々な形で、市民への啓発を図

っています。 

①かかりつけ医、かかりつけ歯

科医、かかりつけ薬剤師・薬局

の必要性について、市のホーム

ページにて周知するとともに、

広報ふなばしや小児救急ガイド

ブックなど様々な形で、市民へ

の啓発を図ります。 

 また、先進事例を参考に、よ

り効果的な周知方法等につい

て、検討します。 

[担当課] 

健康政策課 

 

【修正】 

 第 3 次計画では、「かかりつけ医」につい

てのみ記載していましたが、「かかりつけ歯

科医師、かかりつけ薬剤師・薬局」について

も必要性が高まっていることから、新たに記

載しました。 
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項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

６．在宅医療の推進  平成２５年５月に医療・介護

関係者、市民活動団体、行政に

よって構成する任意団体である

船橋在宅医療ひまわりネットワ

ークが設立され、在宅医療の推

進に取り組んでいます。 

 また、平成２７年１０月より

在宅医療支援拠点ふなぽーとを

設置し、在宅医療や介護に関す

る相談を受けるほか、在宅医療・

介護関係者等への情報提供や相

談などの支援を行っています。 

 船橋在宅医療ひまわりネット

ワークの活動において、医療・

介護関係者の連携協力体制を構

築し、市民公開講座や医療・介

護関係者向けの研修会などを実

施します。 

 また、在宅医療支援拠点ふな

ぽーとにおいて、相談を受ける

ほか、在宅医療・介護関係者等

への情報提供や相談などの支援

を行います。 

[担当課] 

地域包括ケア推進課 

 

【修正】 

 平成 27 年度に在宅医療支援拠点ふなぽー

とを設置したので、現状に即した文言に修正

しました。 
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項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

８．歯科診療の充実  さざんか特殊歯科診療所及び

かざぐるま休日急患・特殊歯科

診療所において、一般の歯科診

療所で治療が困難な障害のある

人に対し歯科診療を行う体制を

整え、診療しています。 

 また、障害のある人、障害の

ある子供やその家族を対象に口

腔ケアに対する意識を高めるた

めの講演会や実技講習会を開催

しています。 

 さざんか特殊歯科診療所及び

かざぐるま休日急患・特殊歯科

診療所において、障害のある人

に対する歯科診療の充実を図り

ます。 

[担当課] 

健康政策課 

 

【修正】 

 かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所が平

成 27 年度に開設されたため、現状に即した

文言に修正しました。 

 なお、さざんか特殊歯科診療所では障害の

ある人、障害のある子供等への診療日時を令

和 3 年度から拡大しています。 

 

（２）精神保健・医療の提供等  

項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

３．船橋市地域活動支援センタ

ー（オアシス）の充実 

船橋市地域活動支援センタ

ーにおいて、地域で生活する精

神障害者や市民の心の健康相

談を電話や面接相談にて実施

しています。 

 

船橋市地域活動支援センター

の活動について、地域に根ざし

た施設となるようピア活動やプ

ログラムの充実だけでなく、地

域交流を促進します。 

[担当課] 

地域保健課 

【追加】 

第 3 次計画では、「2．精神障害者及び家族

に対する相談事業の推進」に記載していた内

容を船橋市地域活動支援センター（オアシ

ス）で単独の項目とし、オアシスで行ってい

る活動等について、新たに記載しました。 
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項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

６．精神障害にも対応した地域

包括ケアシステムの構築（再掲） 

精神障害者とその家族が地

域で安心して暮らしていける

よう、保健・医療・福祉関係者

による協議を行います。 

保健・医療・福祉関係者によ

る協議の場を通して、精神障害

者が地域で暮らしていくための

支援体制について検討します。 

[担当課] 

地域保健課 

 

【追加】（第 1 章にも記載） 

「第 5 期障害福祉計画及び第 1 期障害児

福祉計画（H30～R2 年度）」において、保健・

医療・福祉の関係者が精神障害にも対応した

地域包括ケアシステムの構築について協議

する場の設置をすることを目標とし、「第 6

期障害福祉計画及び第 2 期障害児福祉計画

（R3～R5 年度）」においては、都道府県が

設定する成果目標を達成するための活動指

標を設定しているため、新しく記載しまし

た。 
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（４）難病に関する施策の推進  

項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

2．小児慢性特定疾病児童等自

立支援事業の推進 

長期にわたり療養を必要とす

る児童等とその家族が地域で安

心して療養できるよう、小児慢

性特定疾病児童等自立支援員に

よる相談支援を行うとともに、

関係機関と連携を取り、療養状

況やニーズに応じた支援を行っ

ています。 

 

小児慢性特定疾病児童等自立

支援事業の充実を図り、安心し

て療養できる体制づくりを行い

ます。 

[担当課] 

地域保健課 

【修正】 

第３次計画の策定時には、小児喘息等の支

援が中心だったことから「（5）障害の原因と

なる疾病等の予防・治療」に「長期療養児育

成指導の推進」として記載していましたが、

現在、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

として、相談支援等を行っていることから現

状に即した文言に修正し、元来「小児慢性特

定疾病医療費の給付」を記載していた「（4）

難病に関する施策の推進」に記載することと

しました。 
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（５）障害の原因となる疾病等の予防・治療  

項目 現状 施策の方向性 追加・修正の理由 

１．「ふなばし健やかプラン２

１」の推進 

「ふなばし健やかプラン２１

（第２次）」では、健康寿命の延

伸を大目標として計画の推進を

しています。令和元年度に計画

の中間評価を実施するととも

に、後期分野別計画を策定しま

した。 

 

「ふなばし健やかプラン２１

（第２次）」のもと、健康の増進

のための施策を推進します。 

[担当課] 

健康政策課 

【修正】 

令和元年度に計画の中間評価を実施する

とともに、後期分野別計画を策定したため、

現状に即した文言に修正しました。 

２．ふなばし健康ポイント事業

の実施 

健康寿命の延伸を目的に、健

康に関心のある人だけでなく、

健康に無関心な人や運動習慣の

ない人も健康づくりに取り組む

動機づけとなるよう、平成３０

年度から、ふなばし健康ポイン

ト事業を実施しています。 

 

楽しみながら運動等の取り組

みを継続できるよう健康づくり

を支援します。 

[担当課] 

健康政策課 

 

【追加】 

健康寿命を延ばすことを目的に平成 30 年

度から実施しているふなばし健康ポイント

事業について、新しく記載しました。 

 


